<相互開示型>
（収入印紙不要）
機密保持契約書

甲
記名捺印日：     年     月     日

     　

     　

     　

     　

     印

乙
記名捺印日：     年     月     日

東京都港区東新橋１－６－１　

株式会社ゼンリンデータコム　

営業本部　本部長　松尾　祐二　

     　

　印

本契約有効期間：平成２　年　　月　　日から平成２　年　　月     日まで

Ver.051101
本契約の表紙に記載された甲及び乙は、甲が開発する●●おける乙の地図ソリューション導入の検討（以下「本検討」という。）を実施するに当たり、相互に開示される情報の取り扱い等に関して、以下の通り機密保持契約を締結します。
第１条（機密情報の定義）
１．本契約において機密情報とは、本契約の有効期間中、甲又は乙から相手方に対して開示される技術上及び業務上の本検討に必要な情報であって、下記各号の何れにも該当しないものをいうものとします。
(1)相手方から開示される前から保有していたもの。
(2)相手方から開示された時点で既に公知であったもの。
(3)相手方から開示された後、機密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手したもの。
(4)情報を受領した甲又は乙の責に帰すべからざる事由により公知となったもの。
(5)機密情報に触れることなく独自に開発したもの。

２．本契約において機密資料とは、人が解読できるか否かに関わらず、機密情報を含む有形資料をいい、文書、図面、フロッピーディスク、磁気テープ、ＣＤ－ＲＯＭ、光磁気ディスクその他形態の如何を問わないものとします。
第２条（情報の開示）
１．甲及び乙は、機密情報を相手方に開示する場合、開示の態様により以下各号のいずれかの方法に従うものとします。これに従うことなく開示された情報は、前条の規定にかかわらず機密情報に該当しないものとします。

(1)機密資料によって開示する場合、当該機密資料の外観に機密情報が含まれる旨を明示すること。

(2)口頭又は視覚により開示する場合、機密情報を開示する旨を事前に相手方に通知し、また、開示した機密情報の内容を開示後30日以内に文書に要約し、機密情報が含まれる旨を当該文書に明示して、相手方に提供すること。

(3)前号において甲乙双方が出席する会合等で口頭又は視覚により開示するときは、開示した機密情報の内容をその場で議事録に要約し、機密情報が含まれる旨をその議事録に明示し、甲乙双方が記名・捺印又は署名して相手方に提供することでこれに代えることができる。
２．甲又は乙が、相手方に開示する機密情報の具体的内容については、別途甲乙の協議により定めるものとします。
第３条（機密保持義務）
１．甲又は乙は、相手方から開示された機密情報及び機密資料を下記各号の定めに従い、取り扱うものとします。
(1)本検討のためにのみ使用すること。

(2)第４条に該当する場合を除き、本検討に関係する必要最小限の役員、従業員のみに開示し、それ以外の役員、従業員又は第三者に開示しないこと。

(3)複製、改変を行うときは、事前に開示者である甲又は乙の書面による承諾を得ること。
(4)リバースエンジニアリングその他の解析行為を行わないこと。

２．前項に定める他、相手方から開示を受けた甲又は乙は、機密情報及び機密資料を善良なる管理者の注意義務をもって、機密に保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾なき限り、公表し又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとします。
第４条（再開示）
１．甲又は乙は、本検討を行うにあたり、本検討に関する業務を第三者に委託するときは、相手方の書面による事前の承諾を得て、相手方から開示された機密情報又は機密資料を当該第三者（以下「委託先」という。）に開示することができるものとします。
２．甲又は乙は、前項に基づき、相手方から開示された機密情報又は機密資料を委託先に開示するときは、本契約に基づき自己が負う機密保持義務と同等の義務を委託先に課した上で、委託先による機密情報及び機密資料の取り扱いを監督するものとし、委託先による機密情報又は機密資料の目的外使用或いは第三者への漏洩につき、一切の責任を負うものとします。
第５条（機密資料の返還）
甲又は乙は、本検討が終了したときは、又は相手方から請求があったとき、若しくは本契約が終了したときは、直ちに相手方から開示された機密資料及びその複製物を、相手方に返還するものとします。
第６条（権利不供与）
本契約による甲又は乙から相手方への機密情報の開示は非独占的なものであり、また特許・実用新案・意匠・商標、著作権等の知的所有権の譲渡、実施（利用）許諾を伴うものではないものとします。
第７条（発明等の取り扱い）
甲又は乙のいずれか一方が、相手方から開示を受けた機密情報に基づいて発明、考案又は意匠の創作（以下「発明等」という。）をしたときは、直ちに当該相手方に申し出るものとし、当該発明等及びこれに基づく産業財産権の帰属その他の取扱いについては、次の各号に定める通りとします。

　　(1)甲又は乙の従業員が単独で行った発明等及びこれに基づく産業財産権は、当該甲又は乙の従業員が属する当事者に帰属する。

　　(2)甲及び乙の従業員が共同で行った発明等及びこれに基づく産業財産権は、甲乙双方の共有とし、その持分については発明等への貢献度を勘案して機密情報の開示者と公平の観点から双方の当事者にて別途協議して決定する。

　　(3)前号の場合において、産業財産権を受けることの可否、出願・登録手続費用の負担等についても、発明等への貢献度を勘案して機密情報の開示者と公平の観点から甲乙双方で別途協議する。
　　(4)前号の場合において、甲又は乙のいずれか一方が発明等の出願・登録をしない場合には、当該当事者以外の他の当事者が自らの費用負担において自己の名義で出願を行い、登録された産業財産権を所有することができる。

第８条（有効期間）
本契約は表紙記載の契約期間中有効とします。但し、第３条乃至第７条及び第９条第２項の各定めは、本契約終了後もその効力を有するものとします。
第９条（協議解決）
１．本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議するものとします
２．前項の協議にて解決できない場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上、本契約成立の証として本書二通を作成し、甲・乙記名捺印の上、各自一通ずつ保有するものとします。
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